
No. 質問内容 回答

1 前回からの仕様の変更をご教示願います。

下記、変更箇所となります。
①履行期間　該当期間に変更
②Ⅱ-２-②　 該当の令和５年度を表記
③Ⅱ-６　　　　該当年度に変更
④Ⅲ-1          契約期間を該当年数に変更

2
仕様書§1-Ⅱ-2-②に別紙「文化館開館カ
レンダー」とありますが、どちらで配布されて
ますでしょうか。

HPにて１月２７日更新追記いたしました。
【入札公告】堺市立文化館窓口案内及び使
用料等徴収業務に係る一般競争入札を実
施します（案件情報の変更：令和5年1月27
日更新）

3
業務責任者（正・副）の常駐は必要でしょう
か。

業務責任者（正・副）の常駐は必要ありませ
んが、常に連絡が取れるようにしていただ
き、状況によっては館に来ていただく必要が
あります。

堺市立文化館　窓口案内及び使用料等徴収業務入札　質問・回答


